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巻頭言

　大震災から約 1年。1作休耕後の今年の米作りを
どうするか，被災地での悩みは深い。水田の表面は
片付いているかに見えても，土中には無数の瓦礫が
隠れている。瓦礫撤去作業時に大型重機のキャタピ
ラが踏み込んだようで，これでは田植機のツメが折
れると，現場は途方にくれている。
　放射能に汚染された土壌と水の扱いは，いっそう
深刻で長期的な課題である。表土を薄く剥ぐ除染手
法そのものは確かに有効だろうが，その面積は限定
されざるをえないだろう。集められた膨大な汚染土
壌を，どこでどう処理するのか。また，表土が撤去
されていったんは除染された水田も，河川や溜池の
底泥や流域が汚染されていれば，そこからの水で灌
漑を続けると，元の木阿弥である。何をするにも，
水と土という地域の基盤そのものの健全化が，いま
重要な課題なのである。
　こうした農村地域の課題を現場で解決してゆく主
体は，なんといっても地域住民である。地域でどん
な 支援策を講じるにしても，まずは地域住民のこ
とを一番大切に考えなければならない。とりわけ農
業者は，農作業ができない空虚な日々に早く終止符
を打って，平常を取り戻したいと渇望しているが，
ほとんどの農家が，容易には農業開始を展望できな
い状況にある。農村集落は長く「仕事と暮らし」の
コミュニティとして存続してきた。「仕事」の見通
しを立てることこそ，「集落」という地域復興の主
体構築の観点からも，喫緊の課題である。
　しかし，農地の除染には，かなり長い期間を要す
ることが予想される。その間農家にとって農作業が
できないということでは，農業集落の維持も難しく
なろう。どうすればよいのか。
　第一に，農業者が具体的に，安全が確認された日
常的な労働で，地域農業の復興・再開に関われる方
法を採用することである。そして第二に，上述の複
数の地域課題を，これまでのように縦割り的に解決
するのではなく，「一体」として解決してゆくこと
である。こうした前提のもと，筆者が仲間の技術者
集団と実用化を準備している，一つのシステムを紹

介しよう。
　作業する人の安全性が
確認された農地で放射性
物質を吸収する作物を栽
培し，これを収穫し，ガ
ス化や発酵処理などして
エネルギーを生産（電
気，熱またはエタノール
として）し，煙や灰は高
性能なフィルターで処理
して放射性物質を濃縮固
定し，著しく体積を縮小された放射生物質を適性に
隔離処理する，という「三位一体」システムの構築・
運営である。生産された電気は自家利用するか，売
電する。排熱も近くのハウス栽培で利用したり，地
域暖房に利用したりすれば，エネルギー効率は非常
に高くなる。同様に，放射能汚染された樹木や，林
地の枯葉等の処理もこの装置を利用でき，森林が汚
染されて経営に窮している森林組合や林業家の有力
な生産活動の場ともなる。
　このシステムの優れたところは，地域の除染を，
地域住民の日常的な業務として，数集落レベルの小
さな地域単位での経済活性化に，繋げられることで
ある。このため，市町村等の被災地域復興計画にこ
のシステムを組み込むことによって，中長期の地域
活性化戦略を，内発的経済振興の形で格段に補強す
ることができる。
　私は，この取組が，地域の農業者とともに，農業
協同組合，中小企業者，NPO等の市民組織，地方
銀行や信用金庫等のパートナーシップにより構成さ
れる事業体（グラウンドワーク型の中間支援組織）
によって運営されることが最も有効と考えている。
地域の総力を結集させることで，地域経済の上向き
の循環を作り出し，さらに地域力の持続的な強化を
図ることができるからである。
　政府においても，このような地域主導の被災地復
興への支援措置を強化することを期待してやまな
い。

作物栽培による除染とエネルギー生産
－被災地活性化に向けた三位一体の取組－

東京農工大学農学研究院教授　　千賀裕太郎
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研 究 成 果

水田農業における地域農業の担い手と構造変化
～富山県と佐賀県の旧村を事例として～

農業・農村領域　上席主任研究官　　小野　智昭

１　はじめに
　水田農業では，大規模個別経営に加えて集落営農組
織等が農地の受け手（担い手）として増加し，新たな
農業構造の変化が各地域で起こっています。そこで当
研究所では，統計分析と主要水田作地域での現地調査
により，水田農業の担い手の形成と地域農業の構造変
化は地域ごとに異なる様相にあることを明らかにしま
した。（１）それに引き続き，戸別所得補償制度等の下
での農業生産主体の現況と今後見込まれる構造変化を
把握する研究を実施しています。そこで本稿では，組
織化の先進地域の富山県（砺波市Ａ地区）と個別農家
中心から集落営農組織が急進した地域の佐賀県（佐賀
市Ｂ地区）を事例として紹介します。

２　農業構造の現状と農業再編の方向
（１）富山県砺波市Ａ地区
　富山県は第２種兼業農家が圧倒的に多い平場・安定
兼業地帯で，米・麦・大豆の２年３作の農業地帯です。
1990年代から平地農業地域では50ha超の大規模企業法
人（２）が設立されました。他方，そうした経営体がな
い集落で集落営農組織が設立され，米の協業化，法人
化が進んでいます。その結果，県内の総水田面積に占
める両者の経営面積シェアは33％に達しています。
①　農業構造の現状
　砺波市Ａ地区内には大規模企業法人１社（A社），集
落営農組織4組織（うち法人３）があります（第１図，
第１表）。A法人は94haの雇用型の経営体です。集落営

農組織は市街地から遠い集落（第１表の点線の上が市
街地から２km以内）を中心に設立され，主要機械を
装備し，全戸出役を原則に，若手も含めたオペレータ
で作業を行っています。
　大規模企業法人と集落営農組織による農地の集積
率は59％で地区の過半を占めています。また水田は
30a区画が中心で，管理料を支払って地権者が管理作
業を行う方式を大規模企業法人も集落営農組織も採
用して，水田を維持管理しています。
②　農業再編の方向

　A法人はＡ地区内外へ積
極的に借地展開し，今後は
120ha以上へ規模拡大したい
意向です。他方，集落営営
農組織は集落内の農地を集
積する意向です（小集落の
組織は30ha～50haへ，大集
落の組織は100haへ拡大）。
　Ａ地区では，1995～2005
年の10年間に農家の離農に
よって農地の33.4％が貸付と
して移動しました。実態調
査によると，今後10年以内
に集落によって２～３割の
農地がさらに移動すると推

 
（１） 農林水産政策研究所「近年の農業構造変化の特徴と地域性に関する研究成果報告」（2011年５月17日）（http://www.maff .go.jp/

primaff /kenkyu/kouzou/pdf/110517.pdf）
（２） 富山県は１戸１法人や複数戸による受託組織が法人化・大規模化した組織を「大規模企業法人」として集落営農組織と区別しています。

第１図　Ａ地区における組織経営体の設立状況
注．☆印は大規模企業法人，○印は集落営農組織の立地を示す．
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とも２割弱が貸付に移動すると予測されます。1995～
2005年の10年間の農地移動が４％であったことと比較
すると，かなり大きい規模の変化です。各集落営農
組織はオペレータが厚く存在し，今後10年程度は農地
の受け手となるでしょう。集落営農組織がないKg集
落では17haの大規模個別経営が後継者も確保して農地
の受け皿となるでしょう。
　集落営農組織では，今後，構成員の高齢化に伴い，
耕起作業を組織で実施すること，農地を組織で借り
ること，そのために法人化することが課題となると
考えられます。他方で，中大規模の個別農家は地区
組織の担い手ですが，集落営農組織が設立されたた
めに地区内での規模拡大が困難となり，地区外へ進
出するものと考えられます。

３　おわりに
　富山県Ａ地区は大規模企業法人と法人化した集落
営農組織，佐賀県Ｂ地区は任意組織の集落営農組織
のシェアが高い地域で，集落営農組織は，ともに当
面は全戸出役型組織を維持して，参加農家の営農を
継続させるという点で共通しています。今後は農家
の高齢化・リタイアに伴い，富山県Ａ地区ではオペ

レータ型を目指すことが，佐
賀県Ｂ地区では法人化するこ
とがそれぞれ必要になると考
えられます。
　農地利用調整に関しては，
富山県Ａ地区の担い手不在集
落で借地の競合が起こり，集
落を越えた地区範囲での農地
利用調整が課題となるでしょ
う。また佐賀県Ｂ地区には担
い手不在集落がなく，個別の
担い手は地区外へ進出せざる
をえなく，広域の農地利用調
整機能が課題になると考えら
れます。

計されます。集落営農組織は，集落内の不参加農家や
土地持ち非農家の農地を取り込みつつ規模を拡大し，
農地の受け手として展望できます。農家数の減少に伴
い，将来はオペレータ型も視野に入れる必要もあると
考えます。他方，大規模企業法人は，集落営農組織が
設立された集落での規模拡大が困難となり，今後の経
営発展は担い手不在集落でなされると考えられます。
また農地の受け手不在の集落では，Ａ地区の大規模企
業法人や地区外の大規模個別経営による入り作の増加
が見込まれ，それら入作者間の競合の強化が推測され
ます。
（２）佐賀県佐賀市Ｂ地区
　佐賀県は専業農家や第１種兼業農家が多く，米・大
豆の表作と裏作麦の水田作が行われています。従来か
ら重層的な組織化が行われ，集落をベースとした米麦
共同利用組織や受託組織，地区単位の大豆受託組織，
米麦共同乾燥施設が，中大規模個別経営を担い手に活
動しています。水田経営所得安定対策を契機に，集落
営農組織が設立され，米を取り込みつつも法人化率は
低いままです（2010年２月現在１％）。
①　農業構造の現状
　佐賀市Ｂ地区の水田は30a区画がほとんどで，１戸
あたり経営面積は平均1.7haと大きいです。中大規模
の個別農家が中心になって地区単位の大豆収穫受託組
織，米麦共同乾燥施設（JA所有・農家運営）が運営
されています。７集落に３つ設立された集落営農組織
（すべて任意組織）は，米・大豆・裏作麦を作付けし
つつ，大豆の収穫，米麦の乾燥調製は先述の組織に委
託しています（１組織は現在は自己所有の大豆コンバ
インで収穫）（第２図，第２表）。Kg集落では組織不
参加の中大規模個別農家に農地が集積されています。
　集落営農組織は全戸出役が原則で，オペレータは若
手も含めて多数いますが，耕起と播種・育苗は構成員
が個別に無償で作業しています。そして立地する集落
内で農地集積を図り，Ｂ地区の67％もの農地（Kg集
落を除くと91％）を集積しています。
②　農業再編の方向
　実態調査によると，10年以内に農家の農地の少なく

第２図　Ｂ地区における集落営農組織の設立状況
注．赤色はＭ組合，青色はKm組合，黄色はＢ西組合の集落をそ
れぞれ示す．
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研 究 成 果

2021年の世界の食料需給見通し
̶世界食料需給モデルによる予測結果̶

世界の食料需給の中長期的な見通し研究チーム

１　はじめに
　農林水産政策研究所では，平成20年度より3年間

かけて実施した「世界の食料需給の中長期的な見

通しに関するプロジェクト研究」の一環で開発し

た世界食料需給モデルを用い，2021年における世

界の食料需給見通しに関する定量的な予測分析を

行いましたので，その概要を紹介いたします。な

お，予測結果の詳細や，為替変動の世界食需給見

通しへの影響分析，世界の食料需給への影響が強

まっている中国，ロシア　ブラジルの需給動向等

につきましては，農林水産政策研究所のホーム

ページに掲載している公表資料を併せてご参照下

さい。

２　試算の前提
　予測の前提となる人口は，国連「World Population 

Prospects : the 2010 Revision」に基づき，2021年の

世界人口を77億人と推計しました。また実質GDP

は， 世 界 銀 行「World Development Indicators 

2011」，実質経済成長率は，

IMF「World Economic 

Outlook 2011」に基づき推

計し，１人当たり実質GDP

の世界平均は，2009年の

5,782ドルから，2021年には

36%上昇し7,875ドルになる

と見込まれます。

　また，とうもろこしのバ

イオエタノール原料用の需

要及び大豆油・その他植物

油のバイオディーゼル原料

用の需要については，その

需給関数をモデルに内生化したことで原油，とうも

ろこし，大豆油，その他植物油の価格などにより需

要が決定する仕組みとしていますが，米国のバイオ

燃料優遇税制は2011年末に失効したものの，米国・

ブラジル等のバイオ燃料の目標使用量が今後も継続

することを前提としています。

　本予測結果は，これらの前提を基に，各国の現状

政策の変更がなく，今後も平年的な気象状況が続い

た場合の姿を示したものであり，「ベースライン予

測」と言われるものです。

３　世界の穀物等の需給見通し
　多くの先進国が経済成長に対する財政的かつ構造

的な課題を抱える中で，欧州のソブリン債務危機な

どを契機として，世界経済の下振れリスクが高ま

り，各国の経済成長見通しが不透明になる一方，イ

ンフレ懸念を抱えつつも新興国及び途上国の経済成

長率は中期的には比較的高い水準で推移すると見込

まれています。

121 155 

1,053 
1,300 1,548 

737 
952 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

１人当たり年間肉類消費量（右目盛り）

原料用

（kg/人/年）
（5kg増）

（11kg増）

バイオエタノール

（百万トン）

穀物消費量（左目盛り）

1997年 2009年 2021年

552 

27億トン
（5億トン増）

22億トン
（6億トン増）

16億トン
（34%増）

（24%増）

（29%増）

（19%増）

（28%増）

飼
料
用

食
用
等

第 1図　穀物消費量と１人当たり肉類消費量が大幅に増大

No.46 4



　これを前提とすると，

中長期的な世界経済の下

振れリスクによる景気低

迷の農産物需要への影響

は比較的小さく，伸びは

逓減するものの総人口の

継続的な増加，所得水準

の向上等に伴う新興国・途

上国を中心とした食用・飼

料用需要拡大に加え，緩

やかに増加するバイオ燃

料原料用需要も要因とな

り，農産物需要は増加が

見込まれます。（第１図）

したがって，世界の食料

需給は，今後も穀物等の

需要が供給をやや上回る状

態が継続し，食料価格は高値圏で，かつ伸びは逓

減するものの上昇傾向で推移する見通しです。

　主要品目ごとの価格の動向は，実質価格の2009

年（注：2008-2010年の3カ年平均）から2021年まで

の増減率で比較しますと，米（2％）や小麦（5％）

に対して，相対的に需要の所得弾性値が高い，肉

類（６～12％），脱脂粉乳（24％），植物油（34％），

バター（39％）が高くなっています。（第１表）

４　食料の偏在化の傾向が拡大
　穀物消費量，生産量は各地域とも増加する見通

しです。世界の穀物の消費量は，人口増加や経済

成長が継続するアジア，アフリカを中心に各地域

とも増加し，2021年までの12年間で5億トン増加し

27億トンに達する見通しです。生産量も各地域で

増加するものの，特にアジア，アフリカ，中東で

は消費の伸びに追いつかない見通しです。この結

果，地域別の穀物貿易構造は，純輸出地域である

北米，オセアニア，欧州で純輸出量が拡大する一

方で，純輸入地域であるアフリカ，中東，アジア

で純輸入量が拡大し，食料の偏在化の傾向が引き

続き拡大する見通しです。（第２図）

注．目標年における名目価格については，小麦，とうもろこし，大豆，植物油のうち大豆油，
豚肉，鶏肉は米国のCPI，その他穀物，その他植物油はカナダのCPI，米はタイのCPI，牛
肉は豪州のCPI，乳製品はニュージーランドのCPI（いずれもIMFによる）を用いて算定し
ている．
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第 2図　偏在化が拡大する穀物の地域別貿易量
　　　　（純輸出入量）

第 1表　主要品目別に見た基準年の価格と目標年の価格4  
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 政策研究調整官　長友　謙治

1　穀物輸入国から輸出国への転換（1）

　かつてソ連は世界有数の穀物輸入国でしたが，ソ
連崩壊の後，ロシアは2001/02年度（２）以降穀物の純
輸出国に転換し，小麦の主要輸出国の一つとなりま
した。その背景は，畜産業が縮小し飼料穀物需要が
激減したことです。
　ソ連時代には国策として畜産物の国内生産と消費
者への安価な供給を確保していました。畜産物は生
産者価格を下回る価格で消費者に販売され，生産者
に対しては安価な資材供給等の措置が講じられ，飼
料穀物の不足は輸入で補われていました。ソ連崩壊
後これら政策が廃止された結果，畜産物の小売価格
が上昇し，所得水準下落と相まって畜産物需要が縮
小しました。加えて輸入自由化によって畜産物の輸
入が増加しました。これらの結果，畜産業が急激に

縮小したのです。
　畜産業の縮小は飼料穀物需要を減少させました
が，90年代には市場経済移行に伴う混乱の中で穀
物生産も減少したため，ロシアは穀物純輸入国に
止まりました。穀物生産減少が底を打ったのは
1998/99年度です。98年はロシア金融危機の年でし
たが，後で見るようにそれを契機に小麦を中心と
して穀物生産が復活していきました。その一方で
畜産の回復は遅れ飼料穀物需要の増加は緩やかで
した。こうして増産された小麦は輸出へと向かっ
ていったのです（第１図）。

2　小麦の生産増加の要因
　ロシアでは冬小麦と春小麦が栽培されます。冬
小麦は比較的温暖なヨーロッパ・ロシア南部が中
心で，生産量が多いのは北カフカス経済地区（小

麦産地として重要な連邦構成主体はク
ラスノダール地方，スタヴロポリ地
方，ロストフ州）です。全国の平均単
収は2.8トン/haです。春小麦は寒冷な
ウラル，シベリアの南部が中心で，生
産量が多いのは西シベリア経済地区
（特にアルタイ地方，ノヴォシビルス
ク州，オムスク州）です。全国の平均
単収は1.4トン/haです（３）。
　2000年代にロシアの小麦生産量が増
加した最大の理由は，冬小麦の単収増
加です。単収と収穫量の増加が著し
かったのは北カフカスで，この時期の
小麦総収穫量増加の約半分を同地域が
占めました。筆者が北カフカスと西シ
ベリアの小麦単収増加に天候（降水量，
気温），無機肥料受入量，作付面積の
変化がどの程度寄与しているか分析を
試みたところ（４），北カフカスの冬小麦
単収増加においては無機肥料投入量の
増加が重要な役割を果たしているとの
結果が得られました。西シベリアでも
2000年代前半に春小麦単収が増加しま
したが，こちらは降水等に恵まれたこ
とが主要因と見られました。西シベリ
アでは無機肥料投入量はほとんど増加
しておらず，小麦単収増加に対して統
計上有意な寄与は認められませんでし

ロシアの穀物を巡る状況ロシアの穀物を巡る状況

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

-20 

-40

（単位：百万トン） 

期末在庫 

純輸出 

飼料 

食用等 

生産 

90
/91
91
/92
92
/93
93
/94
94
/95
95
/96
96
/97
97
/98
98
/99
99
/00
00
/01
01
/02
02
/03
03
/04
04
/05
05
/06
06
/07
07
/08
08
/09
09
/10
10
/11

80.0 

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0

ロシア連邦平均 

北カフカス平均 

西シベリア平均 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

第１図　ロシアの穀物需給構造
資料：USDA．純輸出の負の値は純輸入．年次はロシアの農業年度．

第 2図　ロシアの無機肥料投入量（穀物播種地 1ha 当たり kg）
資料：ロシア連邦統計庁による有効成分 100％換算値．北カフカスは，クラスノダ

ール地方，スタヴロポリ地方，ロストフ州，西シベリアは，アルタイ地方，
ノヴォシビルスク州，オムスク州の平均値．
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た（第２図）。
　北カフカスと西シベリアで無機肥料
投入に違いが生じた理由の一つは春小
麦と冬小麦の単収差です。春小麦は低
単収なので生産は低投入・天候依存型
になります。さらに地理的な問題があ
ります。ロシアの小麦輸出量の7割以
上が北アフリカ・中東向けであり，そ
こに近い北カフカスが主な供給地域と
なっています。西シベリアは国内消費
地にも輸出先にも遠く，販路確保に困
難を抱えているのです。
　90年代には，農業の交易条件の急激
な悪化や金利の高騰により，ロシアの
農業生産主体は期限超過債務の累積と
著しい資金不足に見舞われ，無機肥料
等の資材投入は大幅に削減されました。このため
2000年前後には肥料は過少投入状態（肥料の限界
生産物価値＞肥料価格となり，肥料を増投すれば
費用以上の収入が得られる状態）にあったと指摘
されています（５）。
　98年金融危機におけるルーブルの切下げは，ロ
シア農産物に価格競争力を与えるとともに，農産
物価格の引上げと農業の交易条件の改善をある程
度可能にしました（６）。さらに金利も低下しました。
また，ロシア政府も農業生産主体の債務整理，再
建困難者の破産処理等の対策を講じました。その
結果2000年代には農業生産主体の財務状況の改善
が進み，資金も利子助成融資等により積極的に供
給されるようになりました（第３図）。こうして農
業生産主体の資金制約が緩和された結果，生産資
材の投入増加が可能になったと考えられます。
　ロシア農業の交易条件は，98年金融危機後一時
的に改善した後，再び悪化が進んでいます。その
中で無機肥料投入量が増え続けたことについては，
依然無機肥料が過少投入状態で，肥料投入に要す
る経費以上の収入が得られていたから，と解釈す
ることが可能ですが，実証はできていません。無
機肥料等の資料投入面の改善による小麦単収増加
の動きが今後も続くのか，という問題と関係して
解明すべき課題です。

3　穀物輸出国としてのロシアの課題
　現状，ロシアの穀物生産量は年間８千万トン程
度，輸出量は１千５百万トン程度ですが（７），ロ
シア政府は，今後10~15年で生産量１億２千万~
１億２千５百万トン，輸出量３千万～４千万トン
に増やしていこうとしています。その際には以下
の課題があると思われます。筆者はこうした課題
に留意しながら今後もロシアの動向を把握してい
きたいと考えています。
①　小麦輸出に特化し，かつ低質小麦の割合が高
いことが輸出市場を狭め，輸出量増大と輸出先

 
注
（１） １については，野部公一『CIS農業改革研究序説』，「ロシア

農業・農業政策の変遷」（平成18年度農林水産省海外情報分
析事業），山村理人『ロシアの土地改革：1989~1996年』，『現
代ソ連の国家と農村－農産物調達制度をめぐって』ほかの
文献を参考にした。

（２） ロシアの農業年度は，７月１日から翌年６月30日まで。
（３） ロシアの冬小麦及び春小麦の全国平均単収は，2005年から10

年までの平均値で，ロシア連邦統計庁公表の収穫量及び作付
面積から計算した作付面積ベースの数値。

（４） 資材搬入の面では農業機械の燃料や部品の調達が容易になり
適期稼働が可能になったこと等も小麦単収増加に寄与した可
能性があると思われるが，数量的なデータが得られず分析に
取り込むことができなかった。

（５） William M. Liefert, “The allocative efficiency of input use 
in Russian corporate farms.” in Zvi Lerman, eds., Russia’ s 
Agriculture in Transition, pp. 305-326

（６） 野部公一「ロシア農業・農業政策の変遷」8頁
（７） USDAのロシア穀物需給表による2005/06年度から2010/11年

度までの平均値。

 

多角化を阻害する可能性があること。
②　厳しい気象条件等から穀物の生産が不安定で，
かつ穀物の国内安定供給の政策的優先度が高いた
め輸出禁止等の措置を取ることがあり，輸出の安
定性に不安があること。
③　穀物の物流インフラに保管施設の容量不足・老
朽化，港湾の積替能力不足等の問題があり，これ
を改善しないと生産・輸出の一層の増加に対応で
きないこと。
④　食肉の関税割当制度の強化（関税割当数量の削
減と二次税率の引上げ）や国内生産振興（畜産投
資に対する利子助成融資等）によって畜産物の自
給率向上が進められており，今後飼料需要の増加
が穀物輸出余力に影響を与える可能性があること
⑤　穀物の生産・流通コストが上昇しており，価格
優位性が低下する可能性があること。生産性向上
の鍵は単収増加であるが，品種改良や生産技術・
経営管理の改善がなければ無機肥料投入量増加の
効果には限界があると考えられること。

1000.0 

900.0 

800.0 

700.0 

600.0 

500.0 

400.0 

300.0 

200.0 

100.0 

0.0

債務金額（単位：97年まで1兆ルーブル，98年以降10億ルーブル） 

金融機関債務期限内 

金融機関債務期限超過 

金融機関外債務期限超過 

金融機関外債務期限内 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

第３図　ロシアの農業企業の債務
資料：ロシア連邦統計庁．
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１　研究の背景
　1980年代半ば以降，アジア太平洋地域に対して多
くの日系食品企業が海外直接投資（FDI）を展開し
ています。当初の海外進出目的は，安価な原材料や
労働の確保でしたが，その後は市場の確保が主流に
なりつつあります。最近の研究によれば，世界の貿
易額の拡大速度は関税やその他の貿易障壁の低下速
度以上の率で拡大しており，また，FDIの増加はこ
の貿易総額の増加を遥かに上回っています。
　開発や環境との関連で，FDIと貿易の関係が活発
に議論されてきました。FDIが貿易を導くのか，逆
に貿易がFDIを導くのか，また両者は代替的なの
か，補完的なのか，という点です。多国籍企業の標
準的理論では，多くの場合，FDIよりも先行して輸
出が開始され，その過程で海外に販売・流通施設や
事務所を開設し，最後に受入国に生産設備を建設し
ます。そして，現地での生産拡大につれて本国親企
業からの輸出は減少するのが一般的です。つまり標
準理論では，FDIと貿易は代替的であるとされてい
ます。
　しかし，最近では，多くの研究結果がFDIと貿易
の強い補完関係を示しています。本国の親企業と同
じ生産工程を丸ごと持ち込む「水平的FDI」の場合
には，現地での雇用を通じる信頼や顧客認知度の上
昇を通じて総需要が増大し，本国からの輸出も増え
ます。また，生産工程を川上（原材料や設備）と川
下（組立）に分けて，川下だけを海外に移転する「垂
直的FDI」の場合には，組立工場で必要な部品等は
本国からの輸出を誘発し，海外で生産される最終財
と本国からの当該財の輸出との間の代替性を相殺す
るように働きます。本研究でも，FDIの輸出促進効
果は，子会社の生産財が親会社からの輸出財に代替
する効果に勝ることを示しています。
　その際，FDIに誘導される貿易拡大の主要部分
は，伝統的な産業間貿易（垂直分業）ではなく産業

内貿易（水平分業）によりもたらされています。こ
の産業内貿易の中でも，同一産業内の差別化（ブラ
ンド化）された最終財の相互貿易＜水平的産業内貿
易＞から（加工度等の）異なる生産工程間の相互貿
易＜垂直的産業内貿易＞へとシフトしつつあり，特
に後者の工程間分業（フラグメンテーション）が今
日の貿易拡大の牽引力になっています。
　このことは，食料農業部門においても生じてお
り，例えば，青果物の改良種子を日本で開発して韓
国に輸出し，この輸入された改良種子を栽培した青
果物が韓国から日本に輸出されています。その際，
改良種子の栽培技術・設備の韓国での普及には日本
の種苗会社によるFDIが貢献しています。こうした
農業内での「産業内貿易」の拡大は，輸入保護だけ
ではなく逆輸出攻勢に転じる可能性を切り開くとい
う点で，WTOやFTAの自由化圧力と調和する形で
国内農業の発展に貢献し得ます。
　本研究の目標は，自由化と整合的な農業政策のあ
り方および可能な選択肢の組合せを明らかにし，特
にそれを海外進出企業のパネル分析と食料農産物貿
易の実証分析を通じて解明することです。

２　研究の内容
　本研究では，①我が国商社や食品企業の開発輸入
や技術協力を通じた産業内貿易活動がいかなる要因
に規定されているのかについて実証的に解明し，ま
た，②その過程で生じる原材料・部品の海外調達
（アウト・ソーシング）や製品の輸出供給を通じて
我が国農業にいかなる影響が及ぶのかについて解明
し，さらに，③我が国が直面している自由化圧力の
中で，望ましい食料自給率を達成しつつ国内農業を
如何に活性化させるかについて，こうした海外進出
企業の活動に絡めて検討することとしています。
　食料農業企業による海外事業展開が，我が国農業
および国際市場に及ぼす影響に関しては，我が国食
品企業のFDIが受入国の食料農業生産性に及ぼす効

農林水産政策科学研究委託事業農林水産政策科学研究委託事業

食料農業企業による開発輸入と産業内貿易活動が食料農業企業による開発輸入と産業内貿易活動が
我が国農業に及ぼす影響に関する実証分析　我が国農業に及ぼす影響に関する実証分析　

京都大学教授　　加賀爪　優

　農林水産政策研究所では，新たな視点や長期的視野に立った政策研究を推進するため，大学，シンク
タンク等の研究機関の幅広い知見を活用する提案公募型の研究委託事業を行っています。　今回は，そ
の中から，「海外進出企業に関するデータ分析や食料農産物貿易の実態分析を通じて，貿易の自由化と
適応する農業政策のあり方」について議論を深めていくための研究について，その概要を紹介します。
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果や技術移転に基づく効果等について，計量経済
学的手法を用いて分析を行い検討しました。また，
産業内貿易の規定要因をFDI等の説明変数を用い
て産業部門ごとに計測しました。さらに，こうし
たモデル分析に加えて，各研究分担機関が各々の
担当地域（東アジア，アセアン，オセアニア，EU
等）における日系食品企業の動向と問題点につい
て現地調査を実施しました。

３　主な解明点
　本研究の解明点の要約として，①日系企業の海
外事業展開が受入国経済へ及ぼす波及効果は幾つ
かの地域で有意に計測されますが，交易条件や資
源配分効果よりも特に日系企業からの技術移転に
基づく効果が重要であり，その際，受入国の所得
水準，労働生産性，固定資本形成が一定水準以上
であることが前提になること，②貿易収支や自給
率に関して，NAFTA，オセアニア，拡大EU，韓
国でプラス，それ以外の地域には負の効果を与え
ており，我が国の食料自給率への影響は極めて小
さいことが計測されたこと，が挙げられます。
　その他の計量分析も含めた本研究の帰結は，食
料農業部門においても，産業内貿易を促進する余
地が十分あり，日系食品企業の海外進出はその可
能性の拡大に貢献することを示しています。それ
故，日系食品企業のFDIを助長すると同時に，食
料農産物に関しても，産業内貿易により適度に輸
入しつつ，その一方で逆輸
出に転じる可能性を積極的
に追求することが喫緊の課
題と言えます。
　現に最近では，こうした
取組が徐々に芽生えてきて
います。例えば，リンゴの
「フジ」ブランドが輸出農
産物として大成功を収め世
界中に広まる中で，このフ
ジに代わる世界的な新品種
「大紅栄」を青森県弘前市
の農家が交雑品種の選抜・
育成の地道な努力の末に開
発し，今や国際的に注目さ
れています。また，愛媛県
明浜町では，外国人研修生
を受け入れつつ有機無農薬
栽培に徹する地域法人「無
茶々園」を立ち上げ，地域
振興に寄与すると同時に，
ベトナム有機研修センター

を運営し国際協力に貢献するまでになっています。
さらに同県愛南町では専業的ミカン職人が超高級品
「木成り完熟河内晩柑」を開発し輸出も含めた周年
出荷に成功し地域活性化に大きく貢献しています。
このように従来の企業レベルの大量生産・大量消費
の趨勢から農村地域レベルの高品質少量生産の輸出
戦略へと転換し地域活性化に成功している事例が少
なからずあります。
　このような活動を推進することにより，農林水産
省がここ数年来，取り組んでいる「東アジア食品産
業活性化戦略」の成果を挙げることが望まれます。

４　おわりに
　昨今の厳しい自由化圧力の下で，貿易の自由化と
我が国の食料自給率の向上や国内農業・農村の振興
とを両立させていくための対策についての議論が必
要ですが，自由化に適応した形で然るべき妥当な水
準で国内農業を守りつつ，同時に先進的な食料農産
物の開発とその逆輸出に挑戦する国内農村地域の振
興に繋げることが期待されます。つまり，「守ると
ころは守り，譲るところは譲る，攻めるところは攻
める」という，いわゆる「攻めの農業」を考慮した
選択的地域活性化戦略を追求することが重要です。
さらに，日本一国の食料自給率に過度に拘るのでは
なく，アジア太平洋地域全体としての食料安全保障
を視野に入れた長期的な食料戦略のための議論も大
切になると考えます。

図　産業内貿易，海外直接投資と自由化への政策対応

東アジア食品産業活性化戦略

産業間貿易
（垂直分業）

食品輸入の安定化

地域農業の活性化
地産地消

望ましい自給率の維持
アジア太平洋地域
の食料安全保障

食品農産物の逆輸出攻勢

産業内貿易
（水平分業）

水平的産業内貿易
＜同一工程内の製品
ブランド・品質差別化＞

垂直的産業内貿易
（工程間分業）
フラグメンテーション

＜部品・中間財等の異なる
生産工程間の分業＞

海外直接投資
FDI

（安価な原材料確保）

（市場確保）

TPP

W
T
O
、F
T
A
/
E
P
A
等

の
自
由
化
圧
力
と
の
調
和

ブーメラン
効果
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　欧州委員会は，平成23年10月12日に，2014-2020
年の共通農業政策（CAP）改革案を提案し，この
提案は，現在，農相理事会，欧州議会，EU加盟国
において詳細に議論されているところです。この
度，EUの農業大国であるフランスから講師をお招
きしてセミナーを開催しましたので，以下概要をご
紹介します。発表スライドについては，農林水産政
策研究所のホームページに掲載しておりますので，
ご参照願います。

１　欧州農業の特徴
　欧州各国，欧州農業は極めて多様であり，CAP
も複雑にならざるを得ません。また多様な国のニー
ズに沿うためには，CAPと各国の農業政策が補完
する必要があります。今やEUは27カ国となり，例
えばGDP，人口，農村人口比率で比較しても極め
て多様で，農業政策立案に重要な役割を演じる国が
ある一方で，ただ追随するだけの国もあります。人
口密度を考えると，今後の農業生産増が可能なの
は，フランス，アイルランド，ドイツの一部，ポー
ランドの一部と考えられます。１人当たりGDPと
いう視点では，東欧が低い水準にありますが，農業
再編との兼ね合いで直接支払いをどの水準まで行う
かという意味でCAP改革議論に影響を及ぼしてい
ます。雇用という面では，農業従事者の割合が高い
国がありますが，現在失業率が高まってきており，
農業の集約化・合理化とのジレンマを抱えていま
す。農家の定義によって農業の見え方も異なり，つ
まり欧州の農家数は13百万戸ですが，５百万戸が農
業生産の95%を，残りの５%を８百万戸が担ってい
ます。フランス，ドイツ，イギリス，オランダとい
う農業大国では農家数は少なく，各国の利害が異な
り，社会的に難しい問題となっています。欧州の農
家数は減少しつつあり，例えばフランスの農家数は
年率2.5%で減少し，規模拡大が進展しています。こ
のため農業再編よりも国土整備や環境配慮が重要な
課題になってきており，国土全体に農家が広がって
いることがより重要な課題となっています。

２　欧州の農産物市場の展望
　近年，世界の食料価格が乱高下してきており，農
業政策の議論にも影響を及ぼしています。価格高騰
により，特に穀物で，必要ないところにデカップ
リング直接支援を行っているのではないかという
CAPへの批判があります。しかし農家にとっては
価格乱高下がリスクとなっており，これをどのよう
に安定させるかが大きな課題となり，農家経営の専
業化と多角化で揺れています。またエネルギー価格
変動も農業経営に影響を及ぼしており，エネルギー
に依存しない農業への変革が求められています。
　WTO交渉でEU農業は保護的と言われますが，最
大の輸入国である一方で，輸出も多いという状況で
す。なおEUの農産物貿易収支は安定していますが，
ワイン・加工食品など付加価値の高い産品の輸出を
伸ばし，大豆・大豆ミールなど原料の輸入が増加し
ています。日本との関係では，豚肉，ワイン，チー
ズ等をEUから輸出していますが，輸出全体の5%に
過ぎず，品目も限られています。アメリカとの農産
物貿易収支は為替がEUに不利であったにもかかわ
らず，改善してきました。なおEUの農産物貿易の
75%は域内貿易であり，フランスにとっても域内貿
易が重要です。特徴的なことは，最大の貿易収支赤
字国はイギリスですが，しばしば農業支援をすべき
ではないと主張しており，個人的には理解に苦しみ
ます。オランダが，フランスを大幅に上回って最大
の貿易収支黒字国です。
　穀物については，需要面では，北アフリカへの輸
出，バイオエタノール向けの増加が見込まれますが，
生産面では，収穫面積は，温暖化の関係で草地の維
持を優先し，耕地への転換を認めず，また単収につ
いても欧州はGM作物に消極的であり，収穫量を飛
躍的に上げることは難しいという課題があります。
　乳製品については，生乳生産量は過去25年ほぼ横
ばいで推移していますが，飼養頭数の減少と一頭当
たり乳量の向上が進展しています。世界的に消費が
増加しているチーズの輸出は増加が見込まれます。
　食肉については，特に牛肉の生産が消費に追い
ついておらず，将来も輸入が増加する見通しです。

欧州農業と欧州農業と
次期共通農業政策改革次期共通農業政策改革

セ ミ ナ ー 概 要 紹 介

講師／ヴァンサン・シャトリエ　フランス国立農業研究所INRAナント支所 経済研究部長
日時／平成23年12月16日（金）  15時～17時15分
場所／農林水産政策研究所セミナー室

政策研究調整官　株田　文博

No.46 10



予測が容易なこと，農家に直接支払われること，市
場動向に応じた生産決定という点がメリットです
が，価格動向と関係のない補助金であること，農地
価格の上昇をもたらすこと，環境保護との関係が弱
いこと，条件不利地での生産放棄の可能性という点
がデメリットです。新たな直接支払いでは，総額の
3割をグリーニング化に振り向けることとされてい
ます。なお農地の7%を，Ecological focus area（実
質的休耕）にあてるとの条件案が，世界食料不足へ
の対応の観点からも，フランスでは大問題となって
おり，最終的には4-5%程度に圧縮される可能性も
あります。今回，フランスが強力に主張したこと
から，特定生産のためのカップル（生産関連）支
払いが盛り込まれました。現在，直接支払い総額
の5%までを充当することが可能とされていますが，
WTO交渉は当分動かないため，10%程度まで上限
を上げることが可能でしょう。また支払上限額につ
いて，30万ユーロと提案されていますが，フランス
にはこれを越える農家は15農家しかなく，多額すぎ
ると考えています。基礎的支払いについて，国や地
域で単一の単価に改訂することは，フランスのよう
に過去の生産実績に基づき，農家ごとに異なる単価
を設定している国には難しい課題です。

４　質疑応答
（今回のCAP改革案の特徴について）キーワードは，
公的支援として環境保全のための支払いとの位置付
けを明確化，施策の簡素化，補完性の原則から各国
により大きな権限を与えるとの3点です。
（生産者と加工業者の付加価値分配について）農産
物価格の更なる低下のために農業再編の余地は乏し
く，非常に困難で短期で解決できる問題ではないと
思われますが，今着手すべきとの共通認識はありま
す。まず農家と食品加工業者との契約関係を強固な
ものとする，続いて農業者の組織化を進めていく必
要があるでしょう。
（改革案に対するフランス農業者の反応について）
公的介入の優先順位付けをしなければなりません
が，生産関連直接支払いを行うべき，農業プロジェ
クトに革新性の観点で投資支援を行うべき，グリー
ニング化は重要である，農業は地元に根付く産業で
あり分権化が必要である，農業者の組織化が必要で
ある等の反応があります。
（フランス農業の競争力について）フランスには，
3,000の食品企業，31万の農家，4つの大手バイヤー
のセンターが存在し，その力関係はアンバランスと
なっています。例えば果実や野菜については，労働
集約的な農業であり，特にフランスは人件費の問題
を抱えています。このため生産者組合と消費者組合
との直販で対応しています。

これは乳牛飼養頭数の減少が影
響していますが，CAPには，自
給率を向上させるという役割が
あり，農産物の生産と消費の
ギャップが5-10%以上に拡大する
のはリスクと捉え，防止策とし
てカップリングも必要と個人的
には考えます。

３　2020年までの
　CAP改革案
　以上の市場展望も踏まえれば，

将来のCAPについては，国土・環境保全の側面が
強調されがちですが，貿易を閉じずにEUとして食
料輸入レベルを容認できる水準に押さえる，つま
り食料自給や食料の独立性の保持も重要な課題で
す。そもそもCAPのルーツは，食料安全保障，農
業生産性向上，市場安定，農家所得向上でしたが，
その後主にEU財政規律や環境配慮等の観点から累
次CAPを改革してきた歴史があります。
　フランスは，その農業支援予算の8割がCAPから
の受取りであり，またCAP予算の2割に相当する
最大の受取国であることから，CAP予算の維持が
重要です。フランスはイギリス等と意見が異なり
ますが，EU財政への最大拠出国であるドイツと協
議していく必要があります。競争力のあるフラン
スでも農業収入に占めるCAPの直接支払いの比率
は高く，CAPなしでは農業経営が成り立ちません。
CAP予算の内訳は，既に4分の3がデカップリン
グ直接支払いであり，残りが農村開発と一部市場
関連施策です。今回のCAP改革案について，当初
CAP予算確保に危機感を募らせ，EUの市民社会の
理解を得るために，2010年に一般公開討議を開始
し，チオロシュ農業委員が，グリーニング化，つ
まり農家支援ではなく自然環境保持を主眼とする
ことを訴え，これが功を奏してほぼ予算維持を勝
ち取りました。
　市場対応では，介入買入制度の維持が盛り込ま
れていますが，例えば普通小麦の介入価格は約100
ユーロ/トンと，現在の180ユーロ/トン程度の市場
価格と比較して，実質的に意味のない水準である
ことは皆が理解しています。フランスは，条件不
利地での酪農経営に貢献した生乳の生産割当制度
の維持にこだわりましたが，廃止されることとな
りました。今後は一部の地域で経営持続が困難と
なることを懸念しています。また酪農家は，今後
タリス，ダノンといった乳業民間企業と契約を結
ぶ必要がありますが，公的機関を介さないことに
不安の声もあります。
　支出の8割を占めるデカップリングは，財政支出
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 １　シンポジウムのねらい
　農林水産政策研究所（以下「研究所」という。）
では，毎年テーマを設定して研究所の研究成果の発
信も兼ねたシンポジウムを開催しています。平成23
年度のシンポジウムは，平成23年3月11日に発生し
た東日本大震災からの復興に向けた研究所の取組の
一環として「東北地域の農山漁村の復興・活性化に
向けて」をテーマに平成24年1月22日に開催しまし
た。
　今回のシンポジウムは従来と異なる特徴がいくつ
かあります。
　一つは，開催場所です。これまでシンポジウムは
東京で開催してきましたが，今回は被災地の人達に
震災からの復興に向けた研究所の取組を直接伝える
ため仙台で開催しました。
　二つめは，被災地で再生可能エネルギーや６次産
業化に取り組む実践者と研究者を招いたパネルディ
スカッションです。研究所の研究成果と現地の活動
の両方が一緒に議論されることで，震災復興に向け
た研究に対する示唆を得ることを目指しました。
　三つめは，東北農政局との共催です。言うまでも
なく東北農政局は，農林漁業・農山漁村の復旧・復
興に向けた農林水産省の前線基地です。行政部局で
ある農政局と連携することにより，研究成果と合わ
せて復興に向けた農林水産省の施策の両方の情報を
参加者に提供することができます.
　シンポジウムのプログラムは以下の通りです。

○基調講演
　「東日本大震災からの農林水産業・農山漁村の復
興に向けて～6次産業化・再生可能エネルギーの
推進を中心に～」

　　　　筒井　信隆　農林水産副大臣

○震災復興に向けた農林水産政策研究所の取組の
紹介
　（1）「農漁業再編と集落コミュニティの再生～過 
去の災害復興事例から学ぶ～」

　　　　吉田　行郷　農林水産政策研究所　
　　　　　　　　　　政策研究調整官
　（2）「6次産業化の展開方向と課題」
　　　　小林　茂典　農林水産政策研究所　
　　　　　　　　　　総括上席研究官
　（3） 「木質バイオマスエネルギー導入の効果とそ
の評価」

　　　　林　　岳　　農林水産政策研究所
　　　　　　　　　　主任研究官

○パネルディスカッション
　コーディネーター：
　金子　　勝　慶應義塾大学 経済学部 教授
　パネリスト：
　安齋さと子　株式会社 安斎果樹園 代表取締役
　両角　和夫　東北大学大学院 農学研究科 教授
　伊藤　秀雄　有限会社 伊豆沼農産 代表取締役
　森田　　明　宮城大学 食産業学部 准教授
　中村　哲雄　前岩手県 葛巻町 町長

２　基調講演と研究所の取組の紹介
　筒井副大臣の基調講演
では，「我が国の食と農林
漁業の再生のための基本
方針・行動計画」（平成23
年10月25日食と農林漁業
の再生推進本部決定）で
示された農林漁業再生の
ための七つの戦略とそれ

震災対応プロジェクトチーム

東日本大震災からの復興に向けたシンポジウム東日本大震災からの復興に向けたシンポジウム

東北地域の農山漁村の復興・活性化に向けて東北地域の農山漁村の復興・活性化に向けて

筒井　信隆
農林水産副大臣
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を地域で実際に進めるための農林水産省の取組方
針が説明されました。この中で，被災地において
は，農林漁業者がバイオマスなどの地域資源を活
用した再生可能エネルギーや農産物の加工・販売
に積極的に取り組み，農林漁業・農山漁村の６次
産業化を促進し，地域の所得と雇用に結び付ける
ことの重要性が示唆されました。
　また，研究所からは，東日本大震災からの復興
に向けて所内に設置した「震災対応プロジェクト
チーム」が取り組んできた過去の災害復興事例の
文献調査や6次産業化と木質バイオマスの現地調査
の結果などを取りまとめた研究成果を報告しまし
た（注）。

３　パネルディスカッション
　まず最初に，パネラー
から今回の大震災の被害
状況や復興に向けての取
組が報告されました。そ
の中で福島原子力発電所
からの放射能に関連して，
安齋氏から果樹のオー
ナーの減少や果樹園の除
染問題が，伊藤氏から豚肉の香港への輸出停止な
どの影響についての報告がありました。その後，
再生可能エネルギーについて，中村氏より葛巻町
での風力発電やバイオマ
スエネルギーのこれまで
の取組について紹介した
上で，24年度から新たに
導入される再生可能エネ
ルギーから得られた電気
の固定価格買取制度の価
格水準によって地域エネ
ルギービジネスの可能性が拡大することに大きな
期待が寄せられました。また両角氏からは，陸前
高田市で間伐材を活用して進めている木炭車の取
組を紹介しながら地域資
源によるエネルギー・環
境ビジネスが成り立つ社
会システムの構築の重要
性が指摘されました。
　次に６次産業化につい
て，伊藤氏から地元にあ
るなにげない資源（人，

モノ，環境）を探し出す
「あるものさがしの会」の
活動が紹介され，身近な
地域資源を活用した新し
い農村産業を作りだすこ
との重要性が指摘されま
した。また安齋氏からは，
観光協会と連携したオー
ナー制度，飯坂温泉の女将さんの会と連携した交流
事業，女性起業家による研究会活動などが紹介さ
れ，異業種との交流やネットワークの重要性が指摘
されました。中村氏からは町が企業的経営感覚を取
り入れて町主導で推進し
た特産物づくりや，酪農
女性グループによる加工・
販売の取組が報告されま
した。さらに森田氏から
は戦前の農村青年会活動
では一人一研究の取組が
行われ，そうした流れの
中で大分の一村一品運動が生まれたことを紹介しな
がら，農林漁業者が多様な事業に取り組む６次産業
化が農山漁村の復興に向けての有効な手法であると
の指摘がなされました。
　会場からは，普賢岳噴火からの復興に際しての
若い担い手確保の方法に
ついての質問や，今後の
農林漁業には「美味しい」
「安全」に加えて「楽しい」
や「正しい」といった視
点が求められるとの意見
が出されました。
　最後に，パネルディス
カッション全体のまとめとして，金子氏から過去の
復興事例でみられるように被災地はもとどおりの姿
には戻れないが，他方で環境，エネルギーという新
しい価値が農山漁村で生まれている，東北地域の復
興に向けては，再生可能エネルギーを含む一次産業
を活用した農山漁村の多様な取組と情報発信を積極
的に推進することが重要であり，そのことが我が国
社会を大規模集中型から小規模分散ネットワーク型
へ転換させ，災害に強い国づくりにつながっていく
とのメッセージが送られました。
注.  農林水産政策研究所の報告資料は以下でご覧いただけます。
http://www.maff .go.jp/primaff /meeting/kaisai/2012/120122-1.html

金子　勝氏

安齋さとこ氏

両角　和夫氏

森田　明氏

伊藤　秀雄氏

中村　哲雄氏
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だいたことによりま
す。国内最大規模の草
地型酪農地帯である根
釧地域においてシマフ
クロウ保全活動を行う
住民組織では，その生息環境を改善するために，餌
場である河川の清掃，営巣地である河畔林への巣箱
設置，町有地への河畔林の植林等の活動を実施して
いますが，草地が河川際まで開発されている場所も
多く，新たな植林地の確保が困難になっています。
シマフクロウを保全する立場からすれば，草地開発
は生息環境を破壊する行為ですが，酪農家にとって
みれば，自らの生活のため乳牛に餌を供給する大切
な草地であり，しかも自身や父母らが苦労を重ねて
開墾して獲得した土地です。このように現状では両
者の利害は多くの点で相反しています。しかしなが
ら，この住民組織では酪農家の立場を理解した上で
活動への参加を歓迎するスタンスをとっています
し，現地の酪農家も，評者らが調査した限りでは，
環境保全の必要性を認識しており，筆者の提唱する
ようなアプローチを経れば，両者が共通の目的に達
する方策は見つかるものと考えます。また，同様の
ことは農業外部との関係に限らず，「有機栽培農家
と慣行栽培農家との農薬使用を巡る課題」や「認定
農業者と集落営農組織との農地利用を巡る課題」等
の農業者間の課題についても応用可能ではないかと
考えられます。
　以上のように本書は，野生動物保護という観点か
ら，個人から大きな組織に対してのアプローチとい
う限定はあるものの，利害の相反する立場にいる者
同士が折り合いをつける方法を探るための実践的な
示唆を与えており，未来を生きてゆくジュニアには
もちろんのこと，賛成と反対を巡る徒労に無力感を
抱いているシニアにも推薦したい一冊です。

　本書は，北海道を拠点に希少猛禽類の保護活動を
行う獣医師が，自らの実践についてジュニア向けに
記したノンフィクションです。著者は，交通事故，
感電事故，鉛中毒等により負傷や疾病した猛禽類を
治療して野生復帰を支援するとともに，事故や疾病
原因の究明，その原因を減らす対策の提言と実行，
そして，社会への啓蒙まで含めた幅広い保護活動を
行っています。
　本書では，著者の日常的な活動内容が平易な文章
で紹介されているとともに，著者の野生動物保護に
対する姿勢，すなわち，単に保護を訴えるのではな
く，立場や利害の相反する者同士が共通の利益を見
つけ出し，問題を解決に向かわせるための姿勢が具
体的に示されています。一般に，両者の利害が対立
する場合，その多くが敵と味方に分かれ，「賛成派」
と「反対派」等のレッテルを張り，そこから先の冷
静な議論を放棄して互いを批判し合い，どちらの結
果になっても両者に強い不信感と禍根を残すような
ことがみられます。しかし，筆者は異なるアプロー
チを実践します。例えば，オオワシやオジロワシの
感電事故の多くは，電柱にとまろうとして電線に近
づきすぎたために生じます。通常の保護活動では，
電力会社へ事故防止策を要求することで両者の対立
を生みだしかねませんが，筆者の場合は，感電事故
により電力供給に支障が生じるという電力会社側の
事情をくみとり，事故防止が両者共通の目的である
ことを認識した上で，感電防止器具の開発や設置等
を具体的に提案して，猛禽類保護と電力安定供給と
いう双方の利害の両立を目指しています。
　評者が著者の活動を知ったのは，北海道において
絶滅危惧種の猛禽類であるシマフクロウの保全活動
を行う住民組織と地域農業振興との関係について現
地調査を実施した際に，著者の活動拠点がある環境
省釧路湿原野生生物保護センターを訪問させていた

『野生動物のお医者さん』

斉藤慶輔著

農業・農村領域　主任研究官　杉戸　克裕

 

『野生動物のお医者さん』
 著者／斉藤慶輔
 出版年／2009年12月
 発行所／講談社
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　「研究活動一覧」は，当所研究員の研究活動と研究内容
や関心分野を，読者の皆様に提供することを目的として
います．研究内容の詳細につきましては，直接担当研究
員までお問い合わせください．

① 研究論文および雑誌記事等

著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

飯田恭子・香月敏
孝・吉田行郷・小
林茂典・出田安利・
松島浩道

福祉施設における農業分野の障害者就労の
実態と課題

2011年度日本農業経済学会
論文集 2011.12

上林篤幸
農産物各品目の今後10年間の世界的な需
給および価格の見通し－「OECD-FAO農
業見通し　2011-2020」の概要

「明日の食品産業」（（財）食品
産業センター刊）

2012年
1,2月号 2012.1

小泉達治・
澤内大輔

ブラジルのサトウキビ増産に伴う土地利用
変化への影響 フードシステム研究 第18巻3号 2011.12

澤内大輔
食料品製造業における温室効果ガス排出の
特徴：算定・報告・公表制度データによる
基礎的検討

フードシステム研究 第18巻3号 2011.12

澤内大輔・
桟敷孝浩

排出量取引制度下における省エネルギー機
器投資の経済性評価：バラ切花農家による
ヒートポンプ導入のリアル・オプション分
析

2011年度日本農業経済学会
論文集 2011.12

食料品アクセス問
題研究チーム(高橋
克也）

GISによる食料品アクセス問題についての
可視化と解決方策の提言 ArcGIS事例集 CaseStudies Vol.8 2012.1

薬師寺哲郎 様変わりする食料消費への対応が課題 AFCフォーラム 第59巻
第10号 2012.1

② 口頭発表および講演

講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

高橋克也 食料品アクセス問題の現状と対応（解題） 日本フードシステム学会第2回特別研究会 2011.12.10

玉井哲也 オーストラリアの農業政策の特徴と近年の
論点 太洋州経済学会第41回大会 2011.12.17

松田裕子 ポスト2013CAP改革における EU直接支
払の課題 －支払の根拠と対象の明確化－ 省内ミニ報告会 2012.1.26

薬師寺哲郎 食料品アクセス問題の現状分析 日本フードシステム学会第2回特別研究会『食
料品アクセス問題の現状と対応』 2011.12.10
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最近の刊行物
農村活性化プロジェクト研究資料
第４号 2012年3月 中山間地域の農業振興に取り組む市町村第三セクターの現状と課題

サプライチェーンプロジェクト研究資料
第1号
第1分冊　研究報告 2012年3月 食料品アクセス問題の現状と対応方向

ーいわゆるフードデザート問題をめぐってー
第１号
第2分冊　公開セミナー記録 2012年3月 食料品アクセス問題の現状と対応方向

ーいわゆるフードデザート問題をめぐってー

農林水産政策研究に関連する学会等の紹介
（2012年4月～5月開催）

開　催　大　会　等 主　　催 開　催　日　時 開　催　場　所

CES Halifax 2012 Canadian 
Evaluation Society

2012年5月13日（日）
～16日（水）

Halifax, 
Nova Scotia

漁業経済学会　第59回大会 漁業経済学会 2012年5月25日（金）
～27日（日）

東京海洋大学
品川キャンパス
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		文字エンコーディング		合格		確実な文字エンコーディングの指定



		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている



		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない



		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし



		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない



		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない



		フォーム





		ルール名		ステータス		説明



		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている



		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある



		代替テキスト





		ルール名		ステータス		説明



		図の代替テキスト		不合格		図に代替テキストが必要



		ネストされた代替テキスト		不合格		読み上げられない代替テキスト



		コンテンツに関連付けられている		不合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある



		注釈を隠している		不合格		代替テキストが注釈を隠していない



		その他の要素の代替テキスト		不合格		代替テキストが必要なその他の要素



		テーブル





		ルール名		ステータス		説明



		行		不合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある



		TH と TD		不合格		TH と TD が TR の子である必要がある



		ヘッダー		不合格		テーブルにヘッダーが必要



		規則性		不合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある



		概要		スキップ		テーブルに概要が必要



		箇条書き





		ルール名		ステータス		説明



		箇条書き項目		不合格		LI は L の子である必要がある



		Lbl と LBody		不合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある



		見出し





		ルール名		ステータス		説明



		適切なネスト		不合格		適切なネスト










先頭に戻る



